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制度の将来像を明らかにする   マイナンバー制度セミナー

　8月28日に京都工業会館にてマイ
ナンバー制度セミナーを開催しまし
た。24人が参加し、この制度への関
心が高まっていることが伺えます。
　社会保険労務士事務所などが、営業
を兼ねたマイナンバー制度セミナーは
よくあるのですが、組合は講師に京都
第一法律事務所の尾崎彰俊弁護士を招
いて「制度の本当の目的」をお話頂き
ました。
　マイナンバーについては国会やメ
ディアなどでさまざまな議論がなされ
ています。しかし、そうした議論をよ
そに今年の10月から全国民に対して
マイナンバーの「通知カード」が発送
されます。なので、日本国民であるか
ぎりは全員に関わってくる制度といえ
ます。それは法人も例外ではなく、「法
人番号」がすべての法人に対して与え
られます。
　番号が付くだけならいいのですが、
源泉徴収票の作成手続きや健康保険・
厚生年金・雇用保険の手続きなどでも、

▶▶今月の主な記事
各支部納涼例会 京の街並み

ひょっこり散策
ラジオカフェ 法律Q&A　

先妻の子に死亡退職金を渡す必要は？
2 3 4 ～ 5 6

20人をこえる参加者が集まりました

将来の世代へ託すための、まちづくりを
  ～建ちゃんの京都まちづくりフェスタ～
　全京都建設協同組合60周年記念イ
ベント「建ちゃんの京都まちづくり
フェスタ」を9月20日（日）に、京都
市役所前広場にて開催します。
　昨年から60年の節目を「集う協同
の力、輝く60年～地元企業の団結で
世界に誇れる京都を！」という60周
年スローガンのもと、たくさんの組合
員さん、外部の関係者の皆さんのご協

力のもと、いろいろな形で表現してま
いりました。
　それらの最後の企画として、これか
らの京都を考え、我々が住まう地域を
いかにより良くするか、それを未来に
つないでいけるのかをよりたくさんの
方と共に考える時間にしたいと願って
います。� （2Pに関連記事）

従業員のマイナンバーを集めて管理す
る義務が発生します。あわせて罰則も
発生するので「知らなかった」では済
まされません。
　今回は制度施行前に知っておくべき
内容と将来的にこの制度がどのように
なって行くかを説明頂きました。次回
は制度が始まってから、実際の運用や
対応などを予定しています。日程が決
まり次第、ご案内します。�（編集部）
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60周年の最後のイベント   建ちゃんの京都まちづくりフェスタ

　午前10時からスタートするイベン
トは、子どもも大人も楽しめる体験型
イベントをたくさん用意しました。組
合員による、子どものための「建設業
体験」から、いついかなる時におこる
かわからない天災への防災の意識づけ
のための「防災体験コーナー」、いに
しえの時代の人々の生活を少しタイム
スリップして体験できる「文化財体験
コーナー」、耐震、省エネなんでも相
談できる「住まいの相談コーナー」。
地下のゼスト御池では「京都産の物産
品や伏見のお酒の試飲コーナー」など
他、もりだくさんです。ステージでは、
「キッサコ」のライブや、ラジオ番組

の公開収録も行ないます。大人も子ど
ももゆっくり1日楽しめるコーナーで
楽しんでいただけると思います。
　組合創立から60年が経ちました。
過去を振り返るのではなく、未来をど
う考え、どう行動するのか、京都市役
所前という大きなフィールドで組合内
外のいろいろなみなさんと、少しでも
考えられる時間に出来たらと願ってい
ます。
　これからの京都を、誇りに思い、輝
く京都になると信じ、みなさんと共に
体感し夢を語り合う時間を持ちたいと
思います。みなさん「集い」ましょう。
� （池田光繁）

各支部納涼例会

�●右京支部　8月8日
　会場　東華菜館　
　参加者　18人
�●新桂川支部　7月23日
　会場　ミュンヘン
　参加者　11人
�●北山支部　8月8日
　会場　グランドプリンスホテル京都

　参加者　16人
�●洛中支部　8月7日
　会場　スーパードライ京都
　参加者　22人
�●新京支部　8月8日
　会場　天ぷら八坂圓堂
　参加者　13人
�●伏見支部　8月5日

　会場　ホテル京阪京都
　参加者　34人
�●洛南3支部　8月1日
　会場　桃山　鳥せい
　参加者　28人
�●JIC　7月19日
　会場　ミシガンクルーズ
　参加者　30人

労基協の技能講習
�●玉掛け
日程：〔学科〕10月15日（木）、16日（金）
〔実技〕10月17日（土）／会場：〔学科〕
京都府中小企業会館〔実技〕（株）島津製
作所紫野工場／受講料：18,360円、
テキスト代1,500円
�●粉じん作業特別教育
日程：10月22日（木）／会場：中小企
業会館／受講料：9,720円、テキスト
代648円
�●有機溶剤作業主任者
日程：10月29日（木）、30日（金）／
会場：京都府中小企業会館／受講料：
8,640円、テキスト代1,944円

�●フォークリフト運転
日程：〔学科〕11月2日（月）〔実技〕第
1班4日（水）～6日（金）第2班10日（火）
～12日（木）／会場：〔学科〕京都府中
小企業会館〔実技〕ニチユ三菱フォー
クリフト（株）実技講習会場／受講料：
30,780円、テキスト代1,620円
�●特定化学物質・四アルキル鉛等作業
主任者
日程：11月4日（水）、5日（木）／会場：
京都府中小企業会館／受講料：8,640
円、テキスト代1,944円
�●酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
日程：11月9日（月）～11日（水）／会場：

京都府中小企業会館／受講料：
16,200円、テキスト代2,160円
�●動力プレス金型等の取付け、取外し
又は調整に係る特別教育
日程：〔学科〕11月13日（金）〔実技〕
14日（土）／会場：〔学科〕京都府中小
企業会館〔実技〕須河車体（株）／受講
料：16,200円、テキスト代1,080円
�●有機溶剤作業主任者
日程：11月16日（月）、17日（火）／会
場：京都府中小企業会館／受講料：
8,640円、テキスト代1,944円
�●局所排気装置等定期自主検査者養成
講習

　今年も7月末から8月はじめに掛けて各支部の納涼例会が開催されました。
　新しい組合員が参加した支部や久しぶりに参加した組合員がいる支部など、交流が広がる例会となりました。
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室内装飾仕上 クロス、表装、床施工、ダイノックシートガラスフィルム、障子張り、カーテン
ブラインド、キッチンパネル施工

畳・ふすま・インテリア畳・ふすま・インテリア

土木工事関係

建築工事関係

鉄・アルミ･ステンレス・耐候性鋼材まで幅広く取り扱っております。
金属に関することなら何でもお気軽にご相談ください。
また、通販にてアルミ庇・アイデア商品等多数販売しております。
まずは当社ホームページをご覧ください。

株　式　会　社 三　 田
京都府久世郡久御山町野村村東147-2
TEL（075）631-7833　FAX（075）631-7857

http://www.mita036.com
mita036 検索

株　式　会　社 三　 田
京都府久世郡久御山町野村村東147-2
TEL（075）631-7833　FAX（075）631-7857

http://www.mita036.com
mita036 検索

　私たちの地域には高齢者や障がい
者も多く暮らしています。彼らが受
給する介護保険の「要支援」を対象
とする予防給付のうち訪問介護と通
所介護について、本年4月より3年
かけて市区町村の地域支援事業に移
されました。「要支援」は給付対象か
ら外され、「要介護」認定以上でない
と介護サービスを受けることができ
ません。これまで全国一律のサービ
スだったものが市区町村に移行する
ことで、地域の受け皿としてNPO
などの事業所の設置が急務となって
います。そのことから彼らが社会と
つながる場として、ランチやカフェ
が次々にオープンされています。
　今回は「建ちゃん協ちゃんのまち
づくりラジオ」にも登場して頂いた
障害を持つ人たちが活動する店舗、

2軒を訪ねてみました。1軒目は堀
川下長者町バス停の真ん前にある
「まんまん堂」。全国で最初の公営店
舗付住宅として再建された商店街と
して建築界でも話題になっている建
物。共同作業所としてスタートした
「上京ワークハウス」が、障がいのあ
る人が地域の中で働き暮らし続ける
ことを支える事業をと、11年前に
オープンしました。就業する店舗で
よく扱われるパンやお菓子とは異な
る特徴のある商品を開発すべく、中
国残留孤児の人たちから豚まん作り
の指導を受け、本場手作りの味を目
指しました。木の香りのする明るい
店内には、菜まん、餡まん、カレー
まんなどの他、日替わりランチやカ
フェメニューも豊富に揃っていて、
催し物で出店した際にはすぐに売り
切れる人気商品です。
　次に向かったのは沖縄の海を想わ
せるマリンブルーの暖簾が架かるブ
ライトミッション町家カフェ「さわ
さわ」。郊外に設置される施設が多
い中、街中の利用しやすい場所にと
麩屋町二条下がった所に設けられま
した。ここは視覚に障害のある人た
ちが中心となり、働く場、集う場と

して、家主だった方により提供され
た家というストーリーを持っていま
す。裏庭のある落ち着いた店内はラ
ンチやカフェだけでなく、2階の広
間ではライブやヨガ教室などが開か
れます。ここでも様々な人たちを分
け隔てなく迎え入れ、昔からの建物
や町並を大切にして、地域の人や道
行く人に穏やかな時間を提供してく
れる憩いの場として街中に溶け込ん
でいます。
　戦後70年を経て、「家族」や「街
＝地域」の形も大きく変化していま
す。核家族化や高齢家族化、あるい
は郊外団地への拡張、分散による家
族の孤立化と、地域の繋がりも薄れ
てきました。利便性や効率性を優先
し、生産性がないとされる高齢者や
障がい者を地域から離れた場所に追
いやってきた弊害が、孤立や虐待な
ど形を変えて現れてきているのでは
ないでしょうか。「家族」の定義が曖
昧になってきた今日、住まいづくり
に携わる方々には施主の要望に応じ
て造るだけでなく、家づくりは街づ
くり、共に営む暮らしのカタチをデ
ザインしていただきたいと思いま
す。� （松野晴美）

協ちゃんの  京の街並みひょっこり散策

第10回：地域で暮らす

まんまん堂（上京区堀川商店街内）

日程：11月18日（水）～ 20日（金）／
会場：京都中小企業会館／受講料：
27,000円、テキスト代7,128円
�●アーク溶接等業務の特別教育
日程：〔学科〕11月27日（金）〔実技〕
28日（土）／会場：〔学科〕京都府中小
企業会館〔実技〕京都職業能力開発促

進センター／受講料：11,880円、テ
キスト代1,080円

【問合せ・申込み】
（公社）京都労働基準協会
Tel.075-321-2731
※連合会のホームページ

http://www.kyoukiren.or.jp
※�受講申込者が少人数の場合は中止に
なることがありますのでご了承くだ
さい。
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キッサコの家をつくるならラジオ 今月は2015年7月11日～8月1日（土）
に放送された4回分をご紹介します。
第23回～第26回

野村正樹さん（（株）ローバー都市建築事務所　代表取締役）
�「建築設計のいろいろ」
　16年前からスタートして、今は30
代を中心に設計士たちが毎日頑張って
おります。私自身、京都の西陣の生ま
れなので、京都にこだわって、京都の
よさをいろいろアレンジしながら設計
しています。
　京都で頑張っておられる「大垣書店」
さんの設計のお手伝いもしています。
先日は桂川イオンモール1階にある大
垣書店さんを設計しましたが、こちら
は30万冊のたくさん本がある大きな
お店でカフェもあります。
　私は西陣の生まれ育ちで、小さい頃
から町家の中で遊びたくっていまし
た。それが今となっては町家をうまく
使って皆に楽しんでもらおうと、町家
再生、古民家再生をライフワークのよ
うに取り組んでいます。京都市も町家

活用ということで、積極的に推し進め
ていますから、我々が守って次の世代
に繋げていくのが大切です。祇園の新
橋、花見小路は町家がたくさん並んで
いて、観光客も多いです、町家のホテ
ルも増えてきている。京都に住んでい
ると、逆に泊まりに行く機会がありま
せんが、わざわざ行く価値があると思
います。
　住宅ということで言いますと、最近
は二世帯住宅とかマンションリフォー
ムとか、そうゆう類の依頼がふえてい
ます。テレビがあって、みんなで団欒
して集えるリビングづくりは大切で
す。この前は、若い御夫婦がお父さん
お母さんの使われていたマンションを
リニューアルして新居にされたのがあ
ります。大切につかわれていたマン
ションを次にバトンタッチできるとい

う良い事例です。
　住まいは簡単に考えがちですが、自
分たちが寝て泊まって過ごす場所です
から、そうゆう意味ではホテル選びよ
り慎重にしていかないと。飽きのこな
い、温もりがある、癒しがある、そう
ゆう着心地のいい空間を要求されるこ
とが多いです。私たちは人間ですが、
それ以前に動物ですから。犬や猫が居
心地がいい日向ぼっこをしたりするよ
うに、居心地のいい空間に身を置くと
家はいい感じで過ごせます。なんとな
く皆で過ごしている時間の積み重ねが
大事です。

西村和真さん（西村工業（株）　代表取締役）
�「水道工事のいろいろ」
　私は家業の会社には18年前に入り、
昨年、代表になりました。水道工事と
いっても幅広です。私たちは建物の内
部、その敷地の中の配管や、水が出る
蛇口もそうですし、生活に密着した工
事をさせていただいています。
　実際、生活されていて日常茶飯事に
水のトラブルがあるわけではないで
しょうが、私たちはこうゆう仕事をし
ていますから、毎日どこかのトラブル
に会います。トラブルで多いのは、水
漏れや、キッチンの詰まりいろいろあ
ります。夜中に水がうわっと出たら、
慌てないでとりあえず、止水栓で家全
体の水を止めてもらうこと。賃貸の場
合は管理会社に問い合わせてくださ

い。京都市の水道局のホームページに
は指定業者が載っています。あせる必
要はありません。
　問題は、トラブルを放置しておくと、
木造の建築などでは、家を潰していく
可能性があるということです。一番多
いのは水まわりの不具合による家の老
朽化。せっかく何百年も維持していけ
る建物を水のせいで寿命を縮めてしま
うという事例が多いので、何かおかし
いなと思われたら、すぐにプロに頼む
のが先決だと思います。
　結構年配の方は、水道管から赤い錆
が出たなら「そら、古なったんや、人
間の血管と一緒やもんな」と言われま
す。身体に例える人が多いです。建物
の構造体・柱とかは「骨」。水道管な

どは「血管」という感覚をもっている
人がいます。家の壁を自分で塗ったり
とか、人に例えたら服や装飾に当たる
部分は自分でされてもいいが、骨格に
当たる部分はプロに任せて維持してい
けば、人間の身体より長持ちします。
　その辺のところをトータルに見られ
る信頼できる人にお願いするのがい
い。対応がよく親身になってくれると
ころがいいです。水のトラブルの予兆
は、毎日使っている人でないと気づか
ないですが、何かの異常は感じるかと
思います。もっと家に向き合ってもら
えればと思います。

　薬師寺さんのピンチヒッターとし
て、京都で「私の思い出」「志摩参兄弟」
でドラムをたたいている、中居渉さん
が登場。
　8月から新シングルで「スタートラ

イン」・「手」というニューシングルを
ダブルA面で発売中です。薬師寺さん
は、8月はお盆のお参りがありまして、
8月1日～ 16日までは午前中はお参
り、夜はお施餓鬼をします。その間、

山元くんは一人でいろいろやります。
昔アルバイトで「たこやき」やってい
たので、いつかライブの合間のたこや
きをしてみたいです。7年やってまし
たから自身あります。

パーソナリティ「キッサコ」薬師寺寛邦さん、山元さん、中居渉さん

奥：中居さん、山元さん
手前：西村さん、野村さん
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戸田幸典さん（地域計画建築事務所・地域再生デザイングループ）
　「町内会から企業や行政まで、いろ
いろな所でまちづくりを一緒になって
やっています。」
　皆さんのから頂いた募金をまちづく
りのために繋ぐ「計画屋さん」のよう
な仕事をしています。いろんなまちづ
くりのテーマがあると思いますが、建
築設計から、温暖化防止の計画や産業
育成、福祉計画など総合的な行政のエ
リアマネジメント、特定の地区をそこ
に住んでいる人や企業さんが行政と一
緒になって、町興ししていくマネジメ
ントのお手伝いです。「地域計画建築
研究所」では舌を噛みそうなので、み
んな「アルパック」と言っています。
　行政と一緒に仕事することが多く、
住民と一緒に、5年や10年後の街の
あり方を議論して作っていきます。街
に直結する仕事で責任もありますし、

結果も出さないといけない。作ってお
しまいではダメなので。
　今は空家が問題になっているので、
京都市も力を入れています。空家活用
モデル事業のような目立つものもあれ
ば、純粋に特定の空家がこの街にいく
つあるかという、細かい調査や耐震化
も必要です。空家の調査に基づいてど
う管理していくか、そうゆう地味な作
業も含めて、自治体ごとに目標を決め
ています。支援のしくみや補助金など
の前提になる調査をしたり、公営住宅
の市営・府営住宅をどのように維持し
ていくのか、公営住宅の計画などをい
ろいろしてまいす。「京の住まい再生
支援機構」というゆるいネットワーク
の団体を去年からつくり、私たちのよ
うな「計画屋さん」と建築士、地域総
合基金、大学の先生のゼミなどが入っ

て、京都の老朽化している建物とか路
地奥の建物などの困りごとの相談に
のっています。
　仕事とは別で、今住んでいるマン
ションで有志の町内会を作りました。
このマンションは新築で、町内会がな
かったからです。子どもも多いので図
書館を作ったり、寄付を集めて地蔵盆
をやったりしています。住まいはまち
づくりとイコールなので、自治会の新
しいやり方として、住んでいる人が必
要とするものを皆で作るという雰囲気
を作っていこうとしています。

板野隆二さん（大成白蟻工業（株））
　「白蟻はごきぶりの仲間。ガラスや
陶器以外は白蟻の餌です。」
　白蟻防除の仕事をしています。白蟻
は「ゴキブリ」の仲間です。白蟻は3
億年前に地球に誕生し、オーストラリ
アの黄ゴキブリとムカシ白蟻とに枝分
かれして世界に広がって行きました。
主に土の中に巣を作り、蟻道というア
リの道を作り、たまたま出会った木材
の部分が発見されたら、そこから行動
する。行動に行き着かなければ死滅し
てしまう。非常に単純な虫です。
　繁殖期は羽アリの群飛と言って巣分
かれするときがあるのですが、これが
ゴールデンウィークの前後、雨が降っ
た翌日くらいからです。白蟻は木材を
お腹の中のバクテリアで分解するだけ
ですから、虫は食べません。普段動い

ているのが、幼虫、老幼虫、若幼虫、
白いのが白蟻といって「働き蟻」です。
クワガタのように鋏を持っているのが
「兵隊蟻」なんです。90％が「働き蟻」
で兵隊や女王に持っていく。白蟻には
副女王・副王という控えがいます。白
蟻の女王の寿命が20年、アフリカで
は80年とも言われています。
　地球温暖化の関係もあってか、通年
問い合わせがあります。冬には土の中
に潜って活動しないのですが、今は地
球温暖化と家が良い環境なので、休む
ことなく活動します。風通しを良くし、
床下の掃除をする。昔のように畳をめ
くって衛生掃除をするのは良かったで
す。
　日本白蟻対策協会があり、そこで認
定された防除士が床下に潜って、皆さ

んの住宅を守らせてもらいます。ただ
薬を撒くというが一番安全でない。土
と木材を白蟻から守るのが大事で、今
は床下は土でなくコンクリートになっ
ていますから、埃が溜まる、ダニが発
生する。コンクリートで覆うと、その
下が土なので、白蟻のとってシェル
ターになる。ごきぶりの仲間なので隙
間を好み寄ってきます。予防は建てる
前に薬を塗って予防する。リフォーム
の時、駆除する。空家住宅にも予防を
促していくことですが、現在は完全駆
除が難しいです。日本白蟻対策協会加
盟した業社さんみてもらうことが大事
です。

手前：戸田さん、板野さん
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みまもりスタッフ
鍼灸師　林　佑介

第23回

熱中症の対策

鍼灸師の健康ノート
　暑い日々が続きますね。今の時期、年齢関
係なく倒れる方が多いので熱中症には要注意
です！　熱中症の対策はちょっとしたことで
可能です。まずは水分補給。喉が渇いたと感
じる時には、すでにかなりの水分が不足して
います。こまめに補給しましょう。
　また、大量に汗をかいた時には塩分も失わ
れています。普段しっかり食べていればある
程度は大丈夫ですが、暑さで食欲がない時は、

スポーツドリンク等で塩分も摂った方がいい
です。食事はかなり重要ですよ。
　外出の際は、できるだけ帽子を被りましょ
う。しんどい時は日陰に移動して、無理せず
休憩してくださいね。室内でも熱中症は起こ
りますので、気温が高い時はエアコンで調節
することも必要です。
　まだまだ暑い日が続きますが、体調管理に
は十分気を付けてくださいね！

法律Q&A 先妻の子に死亡退職金を
渡す必要は？　　　　　

�Q 　再婚した夫が突然死亡してし
まったのですが、勤務先の会社から死
亡退職金が支給され、また遺族年金も
受給できることになりました。ところ
が、先妻の子らが自分たちも相続人だ
から死亡退職金の一部をよこせと言っ
てきていますが、応じなければなりま
せんか。また、現在亡夫名義の家に住
んでいますが、今後も引き続き住むこ
とができるでしょうか。
�A 　死亡退職金は、勤務先の会社の
就業規則等（公務員の場合は法律や条
例）に規定があり、遺族の誰に支給さ
れるのかについても定めがあります。
通常は、死亡者の収入により生計を維
持していた者に対し、生活保障的な意

味合いで支給される場合が多く、退職
金受給権者である遺族固有の権利であ
り、一般には相続財産に含まれないと
解されています。従って、会社が規定
によりあなたが受給権者であるとして
支給した死亡退職金は、先妻の子らに
渡す必要はありません。
　遺族年金についても、遺族の生活保
障という見地から、同一生計で暮らし
ていた配偶者、子、父母などに支給さ
れるもので、相続とは別個に受給権者
の範囲や順位が決められています。
従って、これも受給権者である遺族固
有の権利であって、相続財産に含まれ
ません。
　これに対し、亡夫名義の家（土地建

物）は相続財産であり、配偶者である
あなたの権利（相続分）は2分の1しか
ありません。先妻の子らから家の権利
をよこせと請求されると、これには応
じざるを得ません。死亡退職金等から
代償金を支払って、先妻の子らの相続
分に相当する権利を買い取り、完全な
所有権を取得すれば、引き続き居住す
ることが可能となるでしょう。当事者
間で話し合いがうまくできないとき
は、家庭裁判所の調停を利用するのが
よいと思いますが、まずは弁護士にご
相談下さい。
� （ 京都第一法律事務所 ）� 弁護士　浅野　則明

毎月第一水曜日
無料法律相談
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7月の定例理事会
●7月定例理事会は理事会での決定どおり、定例理事会を休会としました。

組合日誌
 本部
8 ／ 11� 60周年実行委員会委員会
8／ 21� 第2回支部長会議
8／ 24� 60周年実行委員会委員会
8／ 27� 理事会
8／ 28� マイナンバー制度セミナー

�支部
8 ／ 1� 伏見（納）
� 洛南3支部（納）
8／ 3� 右京（役）
8／ 4� JIC（役）
8／ 5� 伏見（役）
8／ 7� 洛中（役）
8／ 8� 右京（納）
� 北山（納）
� 新京（納）
8／ 26� 洛南3支部（役）

編集後記 
　ついに60周年イベント「建ちゃんの
京都まちづくりフェスタ」が開催されま
す。小林博明理事を筆頭に若手組合員を
中心として60周年実行委員会を結成し、
１年前から準備してきました。
　京都市産業観光局の中小企業振興課と
連携して、さまざまな団体や組織へイベ
ント告知をしました。今こそ広く京都府
民のみなさまに組合と組合員の“協同の
力”をアピールする絶好の機会です。
　組合と組合員の“協同の力”を発揮し、
多くの京都府民のみなさまの参加でイベ
ントを成功させましょう。�（西村　学）

建設協組の組合員さん、ご家族のご相談は初回無料です。
毎週木曜日10時～12時、1時～3時まで電話無料相談もあります。

毎月第一水曜日 午後1時半～4時まで組合本部にて出張法律相談実施中（相談無料）

0120－555－262無料電話
相談
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